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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2026年３月30日に提出いたしました第28期（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）有価証券報告書の記載事項

の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　なお、訂正後の連結財務諸表については、監査法人シドーの監査を受けており、その監査報告書を添付しておりま

す。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

(1）連結経営指標等

第２　事業の状況

４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1）経営成績等の状況の概要

②　財政状態の状況

第５　経理の状況

２．監査証明について

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

①　連結貸借対照表

③　連結株主資本等変動計算書

注記事項

（１株当たり情報）

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

　　（訂正前）

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期

決算年月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

＜省略＞

１株当たり純資産額 （円） － 44.72 41.97 37.11 45.70

＜省略＞

自己資本比率 （％） － 67.2 45.5 44.0 44.4

自己資本利益率 （％） － 13.7 △3.7 △11.4 3.7

＜省略＞

＜省略＞

 

　　（訂正後）

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期

決算年月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

＜省略＞

１株当たり純資産額 （円） － 44.72 41.97 37.11 47.65

＜省略＞

自己資本比率 （％） － 67.2 45.5 44.0 46.3

自己資本利益率 （％） － 13.7 △3.7 △11.4 3.6

＜省略＞

＜省略＞
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第２【事業の状況】

４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要

②財政状態の状況

　　（訂正前）

＜省略＞

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産合計は前連結会計年度末と比べ594,637千円増加し、1,873,283千円となりまし

た。これは主に、第三者割当増資による資本金及び資本剰余金の増加によるものです。この結果、自己資本比率は

44.4％となりました。

 

　　（訂正後）

＜省略＞

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産合計は前連結会計年度末と比べ594,637千円増加し、1,873,283千円となりまし

た。これは主に、第三者割当増資による資本金及び資本剰余金の増加によるものです。この結果、自己資本比率は

46.3％となりました。
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第５【経理の状況】

２．監査証明について

　　（訂正前）

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2025年１月１日から2025年12月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2025年１月１日から2025年12月31日まで）の財務諸表について、監査法人シ

ドーによる監査を受けております。

 

　　（訂正後）

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2025年１月１日から2025年12月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2025年１月１日から2025年12月31日まで）の財務諸表について、監査法人シ

ドーによる監査を受けております。

　なお、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂

正後の連結財務諸表について、監査法人シドーによる監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　　（訂正前）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2024年12月31日）

当連結会計年度
（2025年12月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 804,142 973,074

売掛金及び契約資産 ※３ 576,409 ※３ 814,308

仕掛品 ※２ 330,511 ※２ 212,384

その他 42,538 71,732

貸倒引当金 △23,276 △20,666

流動資産合計 1,730,324 2,050,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 207,531 215,376

減価償却累計額 △18,759 △36,769

建物及び構築物（純額） 188,771 178,607

工具、器具及び備品 149,378 352,267

減価償却累計額 △78,484 △139,316

工具、器具及び備品（純額） 70,894 212,951

有形固定資産合計 259,666 391,558

無形固定資産   

のれん 281,917 305,983

ソフトウエア 114,033 330,205

ソフトウエア仮勘定 3,365 211,316

その他 153 153

無形固定資産合計 399,469 847,658

投資その他の資産   

投資有価証券 233,910 455,871

敷金及び保証金 172,270 171,533

繰延税金資産 73,118 66,863

その他 35,515 31,206

投資その他の資産合計 514,815 725,474

固定資産合計 1,173,952 1,964,691

資産合計 2,904,276 4,015,525

負債の部   

流動負債   

買掛金 198,857 190,364

短期借入金 430,000 530,000

１年内返済予定の長期借入金 113,130 169,992

未払金 27,885 95,558

未払法人税等 15,000 104,639

前受金 ※４ 113,761 ※４ 126,264

賞与引当金 17,859 31,259

受注損失引当金 49,682 5,041

その他 151,638 ※４ 137,963

流動負債合計 1,117,816 1,391,084

固定負債   

長期借入金 305,020 380,028

退職給付に係る負債 138,381 156,321

その他 64,413 ※４ 214,808

固定負債合計 507,814 751,158

負債合計 1,625,631 2,142,242
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2024年12月31日）

当連結会計年度
（2025年12月31日）

純資産の部   

株主資本   

資本金 312,375 582,253

資本剰余金 302,375 542,714

利益剰余金 664,450 659,226

自己株式 △555 △572

株主資本合計 1,278,645 1,783,622

非支配株主持分 － 89,660

純資産合計 1,278,645 1,873,283

負債純資産合計 2,904,276 4,015,525
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　　（訂正後）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2024年12月31日）

当連結会計年度
（2025年12月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 804,142 973,074

売掛金及び契約資産 ※３ 576,409 ※３ 814,308

仕掛品 ※２ 330,511 ※２ 212,384

その他 42,538 71,732

貸倒引当金 △23,276 △20,666

流動資産合計 1,730,324 2,050,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 207,531 215,376

減価償却累計額 △18,759 △36,769

建物及び構築物（純額） 188,771 178,607

工具、器具及び備品 149,378 352,267

減価償却累計額 △78,484 △139,316

工具、器具及び備品（純額） 70,894 212,951

有形固定資産合計 259,666 391,558

無形固定資産   

のれん 281,917 305,983

ソフトウエア 114,033 330,205

ソフトウエア仮勘定 3,365 211,316

その他 153 153

無形固定資産合計 399,469 847,658

投資その他の資産   

投資有価証券 233,910 455,871

敷金及び保証金 172,270 171,533

繰延税金資産 73,118 66,863

その他 35,515 31,206

投資その他の資産合計 514,815 725,474

固定資産合計 1,173,952 1,964,691

資産合計 2,904,276 4,015,525

負債の部   

流動負債   

買掛金 198,857 190,364

短期借入金 430,000 530,000

１年内返済予定の長期借入金 113,130 169,992

未払金 27,885 95,558

未払法人税等 15,000 104,639

前受金 ※４ 113,761 ※４ 126,264

賞与引当金 17,859 31,259

受注損失引当金 49,682 5,041

その他 151,638 ※４ 137,963

流動負債合計 1,117,816 1,391,084

固定負債   

長期借入金 305,020 380,028

退職給付に係る負債 138,381 156,321

その他 64,413 ※４ 214,808

固定負債合計 507,814 751,158

負債合計 1,625,631 2,142,242
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2024年12月31日）

当連結会計年度
（2025年12月31日）

純資産の部   

株主資本   

資本金 312,375 582,253

資本剰余金 302,375 618,836

利益剰余金 664,450 659,226

自己株式 △555 △572

株主資本合計 1,278,645 1,859,744

非支配株主持分 － 13,538

純資産合計 1,278,645 1,873,283

負債純資産合計 2,904,276 4,015,525
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③【連結株主資本等変動計算書】

　　（訂正前）

＜省略＞

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 312,375 302,375 664,450 △555 1,278,645

当期変動額      

新株の発行
（新株予約権の行使）

153 153   307

新株の発行
（第三者割当増資）

269,724 269,724   539,448

剰余金の配当   △68,906  △68,906

親会社株主に帰属する
当期純利益

  56,888  56,888

自己株式の取得    △16 △16

持分法の適用範囲の変動   6,794  6,794

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動

 △29,538   △29,538

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 269,877 240,339 △5,223 △16 504,976

当期末残高 582,253 542,714 659,226 △572 1,783,622

 

   

 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 － 1,278,645

当期変動額   

新株の発行
（新株予約権の行使）

 307

新株の発行
（第三者割当増資）

 539,448

剰余金の配当  △68,906

親会社株主に帰属する
当期純利益

 56,888

自己株式の取得  △16

持分法の適用範囲の変動  6,794

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動

 △29,538

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

89,660 89,660

当期変動額合計 89,660 594,637

当期末残高 89,660 1,873,283
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　　（訂正後）

＜省略＞

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 312,375 302,375 664,450 △555 1,278,645

当期変動額      

新株の発行
（新株予約権の行使）

153 153   307

新株の発行
（第三者割当増資）

269,724 269,724   539,448

剰余金の配当   △68,906  △68,906

親会社株主に帰属する
当期純利益

  56,888  56,888

自己株式の取得    △16 △16

持分法の適用範囲の変動   6,794  6,794

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動

 46,583   46,583

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 269,877 316,461 △5,223 △16 581,098

当期末残高 582,253 618,836 659,226 △572 1,859,744

 

   

 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 － 1,278,645

当期変動額   

新株の発行
（新株予約権の行使）

 307

新株の発行
（第三者割当増資）

 539,448

剰余金の配当  △68,906

親会社株主に帰属する
当期純利益

 56,888

自己株式の取得  △16

持分法の適用範囲の変動  6,794

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動

 46,583

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

13,538 13,538

当期変動額合計 13,538 594,637

当期末残高 13,538 1,873,283
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【注記事項】

（１株当たり情報）

　　（訂正前）

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2025年12月31日）

１株当たり純資産額 37.11円 45.70円

＜省略＞

＜省略＞

 

　　（訂正後）

 
前連結会計年度

（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

当連結会計年度
（自　2025年１月１日
至　2025年12月31日）

１株当たり純資産額 37.11円 47.65円

＜省略＞

＜省略＞
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2026年６月１日

株式会社トレードワークス  

 取締役会　御中 

 

 監査法人シドー 

 横浜事務所  

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 政近　克幸

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 菅井　　朗

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社トレードワークスの2025年１月１日から2025年12月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社トレードワークス及び連結子会社の2025年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

　注記事項（重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は2026年２月12日開催の取締役会において東海東京フィナ

ンシャル・ホールディングス株式会社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行を行うことを決議し、2026年３月

３日に払込手続を完了している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
 

システム開発におけるスポット型収入に係る収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　株式会社トレードワークス及びその連結子会社（以下

「会社グループ」という。）は、主として金融機関向けイ

ンターネット取引システムの開発を行っている。会社グ

ループの売上高は、請負開発などの新規及び追加のシステ

ム提案によるスポット型収入と、保守及びシステム提供に

よるストック型収入に区分される。

　【注記事項】（収益認識関係）１．顧客との契約から生

じる収益を分解した情報に記載のとおり、当連結会計年度

のスポット型収入は3,091,362千円で、連結損益計算書の

売上高の61.2％を占めている。

　【注記事項】（連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項）４．会計方針に関する事項(5)重要な収益及び

費用の計上基準に記載のとおり、スポット型収入に帰属す

る請負契約に基づくシステム開発については、開発の進行

に応じて顧客が成果物や検証結果を確認しながら開発が進

められるため、一定の期間にわたり履行義務が充足される

と判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進

捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識している。な

お、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積

総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出して

いる。ただし、期間がごく短いものや、顧客との契約の観

点で重要性が乏しいものについては代替的な取扱いを適用

し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識してい

る。

　代替的な取扱いを適用している請負契約については、実

質的に財又はサービスの提供が完了していないにも関わら

ず売上高が計上される場合、適切な期間に売上高が計上さ

れないというリスクが存在する。

　インプット法により進捗度に基づき一定の期間にわたり

収益認識を行う請負契約については、システム開発におけ

る見積総原価が契約ごとに個別性が高く、顧客と合意した

要求仕様に対応する工数・外注費等に基づき算定している

ため、顧客要望の追加又は変更により当初の見積り以上の

費用が発生する場合に、見積総原価と実績が乖離し、乖離

したままの進捗度により収益計上される場合、適切な期間

に売上高が計上されないというリスクが存在する。

　以上から、当監査法人は、システム開発におけるスポッ

ト型収入の売上高の期間帰属の適切性について、監査上の

主要な検討事項と判断した。

 

　当監査法人は、システム開発におけるスポット型収入の

売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監

査手続を実施した。

　(1)内部統制の評価

　スポット型収入の売上高計上に関連する内部統制の整

備・運用状況の有効性について、特に以下の点に焦点を当

てて評価を実施した。

　・受注処理において、受注登録する内容（相手先名、取

引内容、金額、契約期間等）が、実際の契約書や注文書等

と整合しているかについて、責任者が確認する仕組みとそ

の実効性。

　・売上高の計上に当たり、会計記録と各種証憑類（見積

書、契約書や注文書、納品書、検収書など）の内容とが整

合していることを責任者が確認する仕組みとその実効性。

　(2)売上高の期間帰属の適切性の検討

　（期間がごく短いものなど代替的な取扱いを適用してい

る請負契約）

　・収益認識のための証憑となる検収書に加えて、契約書

又は注文書、請求書控等との突合を行い、期末売掛金残高

については確認手続きを実施し、総合的に収益認識の妥当

性を確認した。

　（履行義務の充足に応じて一定期間にわたり収益認識を

行う請負契約）

　・収益認識のための算定資料に記載のある受注高につい

て契約書等との突合を行った。

　・見積総原価の算定資料を査閲し、見積り総原価の合理

性を検討した。

　・進捗度算定における実績原価についてプロジェクト原

価の集計表と照合した。

　・進捗度について再計算を実施し、売上高の計上額の正

確性、期間帰属の妥当性を確かめた。
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株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ株式の取得による企業結合

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　【注記事項】（企業結合等関係）に記載のとおり、株式

会社トレードワークス（以下「会社」という。）は、2025

年３月31日付けで株式会社ミンカブアセットパートナーズ

（現会社名：株式会社トレードアドバイザリーテクノロ

ジーズ、以下「TAT社」という。）の全株式を取得し、TAT

社を連結子会社としている。

　当該株式の取得にあたり、株式の取得原価はTAT社の超

過収益力を前提とした株式価値をもとに決定されており、

会社は株式価値の算定にあたり外部の専門家を利用してい

る。

　会社は、株式の取得原価が受け入れた資産及び引き受け

た負債に配分された純額を上回ったため、当連結会計年度

においてその超過額91,965千円をのれんとして計上してい

る。

　企業結合は経常的に生じる取引ではなく、取得原価の決

定や配分方法等の会計処理については慎重な検討が必要と

なる。

　以上から、当監査法人は、TAT社株式の取得による企業

結合について、監査上の主要な検討事項と判断した。

 

　当監査法人は、TAT社株式の取得による企業結合に係る

会計処理について検討するために、主に以下の監査手続を

実施した。

　・取得に関する取引の内容を理解するために、投資意思

決定を決議した取締役会議事録と関連資料を閲覧し、経営

管理者に質問を実施した。

　・株式取得に関する契約書及び出金証憑を閲覧し、取得

原価の正確性を検討した。

　・取得原価の基礎となる会社が利用した外部専門家の株

式価値算定書について採用された算定方法とその前提条件

を評価した。

　・株式価値算定の基礎となる事業計画について、その根

拠の合理性について経営者に質問をするとともに、利用可

能な外部データとの整合性を検討した。

　・のれんの計上額の妥当性の検証にあたって会社が識別

した資産及び負債の実在・網羅性を確かめるために、関連

証憑の閲覧・突合を実施した。

 

 

その他の事項

　有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監

査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2026年３月27日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連

結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの

監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査

役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する

ことが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

　　を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

　　な監査証拠を入手する。

　・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

　　評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

　　及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

　　づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

　　結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

　　事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

　　表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

　　拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

　　かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

　　る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

　　入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

　　閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の訂正前の監

査証明業務に基づく報酬の額は、25,200千円であり、当連結会計年度の有価証券報告書に係る訂正報告書に関する監査証

明業務に基づく報酬の額は、1,400千円である。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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